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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計測対象の形状情報を取得する形状情報取得手段と、
　前記計測対象の形状情報である第１形状情報及び前記第１形状情報よりも過去の前記計
測対象の形状情報である第２形状情報に基づいてエラー判定を行うデータ比較手段と、を
備え、
　前記データ比較手段は、前記第１形状情報から算出した評価値と、前記第２形状情報か
ら算出した評価値と、前記第１形状情報及び前記第２形状情報の間の経過情報と、に基づ
いて、前記エラー判定を行う領域であるエラー判定領域のエラー判定を行い、
　前記エラー判定領域は、前記計測対象に形成された欠損領域であることを特徴とする計
測装置。
【請求項２】
　前記第１形状情報は、前記計測対象の現在の形状情報であり、
　前記データ比較手段は、さらに、前記第１形状情報から算出した評価値に基づいて前記
エラー判定領域の前記エラー判定を行うことを特徴とする請求項１に記載の計測装置。
【請求項３】
　前記エラー判定領域は、前記計測対象が有する摩耗領域に形成された欠損領域を含むこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の計測装置。
【請求項４】
　前記評価値は、前記計測対象に形成された欠損領域のサイズであり、
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　前記データ比較手段は、前記第１形状情報から算出した前記欠損領域のサイズと、前記
第２形状情報から算出した当該欠損領域のサイズと、前記経過情報と、に基づいて当該欠
損領域のエラー判定を行うことを特徴とする請求項１又は２に記載の計測装置。
【請求項５】
　前記データ比較手段は、前記第１形状情報から算出した前記欠損領域のサイズと、前記
第２形状情報から算出した当該欠損領域のサイズと、を比較し、当該欠損領域のサイズが
大きくなっている場合と、小さくなっている場合とで、異なるエラー判定を行うことを特
徴とする請求項４に記載の計測装置。
【請求項６】
　前記データ比較手段は、前記第１形状情報と前記第２形状情報とに基づいて、前記計測
対象に形成された欠損領域が、新規で発生した領域である場合と、過去に発生していた領
域である場合とで、異なるエラー判定を行うことを特徴とする請求項４に記載の計測装置
。
【請求項７】
　前記経過情報は、前記第１形状情報と前記第２形状情報との間の期間であることを特徴
とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の計測装置。
【請求項８】
　前記計測対象は車両に取り付けられており、
　前記経過情報は、前記第１形状情報と前記第２形状情報との間の前記車両の走行距離で
あることを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の計測装置。
【請求項９】
　計測対象の形状情報である第１形状情報と、前記第１形状情報よりも過去の前記計測対
象の形状情報である第２形状情報と、に基づいてエラー判定を行うデータ比較ステップと
、
　前記データ比較ステップでのエラー判定の結果を通知するエラー通知ステップと、を有
し、
　前記データ比較ステップでは、前記第１形状情報から算出した前記エラー判定を行う領
域であるエラー判定領域の評価値と、前記第２形状情報から算出した当該エラー判定領域
の評価値と、前記第１形状情報及び前記第２形状情報の間の経過情報と、に基づいてエラ
ー判定を行い、
　前記エラー判定領域は、前記計測対象に形成された欠損領域であることを特徴とする計
測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、計測装置および計測方法に関する技術であり、特に、物体の形状を計測して
異常を判定する計測装置および計測方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　物体の形状を計測する方法として、ステレオカメラ方式、ＴＯＦ（Ｔｉｍｅ　Ｏｆ　Ｆ
ｌｉｇｈｔ）方式、超音波方式などが開発されている。ステレオカメラ方式では、異なる
位置で同一の被写体を撮影した２つの画像から、被写体の視差を算出することにより、被
写体（計測対象）の形状を取得する。ＴＯＦ方式や超音波方式では、被写体からの反射波
を検知することで被写体までの距離を算出し、被写体（計測対象）の形状を取得する。
　このような技術を応用した装置として、パンタグラフを検査するための検査装置がある
。パンタグラフが架線と接触することにより、車両に電力が伝達されるため、パンタグラ
フにおける架線と接触する領域は摩耗する。この摩耗領域を計測することにより、摩耗量
を取得して部品の交換などを行う。また、パンタグラフの架線接触領域に欠損が発生する
と、架線も損傷する可能性があるため、欠損の検出も上記技術により行われる。例えば、
パンタグラフの検査装置として、特許文献１に記載されているようなパンタグラフのすり
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板検査装置が知られている。特許文献１には、パンタグラフのすり板の摩耗量を算出する
方法の一例が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－７８３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示されているような方法で、計測対象の摩耗量や欠損サ
イズのエラー（異常）を判定する場合、将来の摩耗量や欠損サイズのエラーまでは判定す
ることができない。例えば、現時点で摩耗量が許容範囲内であっても、次回検査時には摩
耗量がエラー（許容範囲外）となってしまう場合があり、その場合には、現時点から次回
検査時までの間に摩耗量がエラーの状態となってしまう。つまり、特許文献１に開示され
ているような方法で取得した形状情報で摩耗量や欠損サイズのエラーを判定すると、計測
時点での判定しかできないため、精度の良いエラー判定をすることは困難である。
【０００５】
　本発明の目的は、物体の形状を計測してエラー（異常）を判定する計測装置および計測
方法であって、高精度なエラー判定を行うことが可能な計測装置および計測方法を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明の計測装置は、
　計測対象の形状情報を取得する形状情報取得手段と、
　前記計測対象の形状情報である第１形状情報及び前記第１形状情報よりも過去の前記計
測対象の形状情報である第２形状情報に基づいてエラー判定を行うデータ比較手段と、を
備え、
　前記データ比較手段は、前記第１形状情報から算出した評価値と、前記第２形状情報か
ら算出した評価値と、前記第１形状情報及び前記第２形状情報の間の経過情報と、に基づ
いて、前記エラー判定を行う領域であるエラー判定領域のエラー判定を行い、
　前記エラー判定領域は、前記計測対象に形成された欠損領域であるように構成されてい
る。
【０００７】
　したがって、高精度なエラー判定を行うことができる。
【０００８】
　また、前記第１形状情報は、前記計測対象の現在の形状情報であり、
　前記データ比較手段は、さらに、前記第１形状情報から算出した評価値に基づいて前記
エラー判定領域の前記エラー判定を行うように構成することが可能である。
【０００９】
　このように構成することによって、より高精度なエラー判定を行うことができる。
【００１０】
　また、前記エラー判定領域は、前記計測対象が有する摩耗領域に形成された欠損領域を
含むように構成することが可能である。
【００１１】
　このように構成することによって、高精度なエラー判定を行うことができる。
【００１２】
　また、前記評価値は、前記計測対象に形成された欠損領域のサイズであり、
　前記データ比較手段は、前記第１形状情報から算出した前記欠損領域のサイズと、前記
第２形状情報から算出した当該欠損領域のサイズと、前記経過情報と、に基づいて当該欠
損領域のエラー判定を行うように構成することが可能である。
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【００１３】
　このように構成することによって、高精度な欠損エラー判定を行うことができる。
【００１４】
　また、前記データ比較手段は、前記第１形状情報から算出した前記欠損領域のサイズと
、前記第２形状情報から算出した当該欠損領域のサイズと、を比較し、当該欠損領域のサ
イズが大きくなっている場合と、小さくなっている場合とで、異なるエラー判定を行うよ
うに構成することが可能である。
【００１５】
　このように構成することによって、欠損領域のサイズが大きくなっているのか、小さく
なっているのかを、ユーザに通知することができるようになるため、ユーザに適切な情報
を提供することが可能となる。
【００１６】
　また、前記データ比較手段は、前記第１形状情報と前記第２形状情報とに基づいて、前
記計測対象に形成された欠損領域が、新規で発生した領域である場合と、過去に発生して
いた領域である場合とで、異なるエラー判定を行うように構成することが可能である。
【００１７】
　このように構成することによって、欠損領域が新規で発生したものであるのか、過去に
発生していたものであるのかを、ユーザに通知することができるようになるため、ユーザ
に適切な情報を提供することが可能となる。
　また、前記経過情報は、前記第１形状情報と前記第２形状情報との間の期間であるよう
に構成することが可能である。
　また、前記計測対象は車両に取り付けられており、
　前記経過情報は、前記第１形状情報と前記第２形状情報との間の前記車両の走行距離で
あるように構成することが可能である。
【００１８】
　また、本発明の計測方法は、
　計測対象の形状情報である第１形状情報と、前記第１形状情報よりも過去の前記計測対
象の形状情報である第２形状情報と、に基づいてエラー判定を行うデータ比較ステップと
、
　前記データ比較ステップでのエラー判定の結果を通知するエラー通知ステップと、を有
し、
　前記データ比較ステップでは、前記第１形状情報から算出した前記エラー判定を行う領
域であるエラー判定領域の評価値と、前記第２形状情報から算出した当該エラー判定領域
の評価値と、前記第１形状情報及び前記第２形状情報の間の経過情報と、に基づいてエラ
ー判定を行い、
　前記エラー判定領域は、前記計測対象に形成された欠損領域であるように構成されてい
る。
【００１９】
　したがって、高精度なエラー判定を行うことができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の計測装置および計測方法によれば、高精度なエラー判定を行うことが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の計測装置の一構成例を示すブロック図である。
【図２】実施形態１における計測対象の一例を示す図である。
【図３】図２に示す計測対象をＺ方向から見た図である。
【図４】摩耗状態をグラフ化した図である。
【図５】実施形態２における計測対象の一例を示す図である。
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【図６】計測対象をＺ方向から見た図である。
【図７】計測対象をＹ方向から見た図である。
【図８】計測対象をＺ方向から見た図である。
【図９】本発明の計測方法の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を使って本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、各図における表現は理
解しやすいように誇張して記載しており、実際のものとは異なる場合がある。
【００２３】
（実施形態１）
　図１は、本実施形態の計測装置１００の一構成例を示すブロック図である。
　本実施形態の計測装置１００は、形状情報取得部１０１と、データ記憶部１０２と、デ
ータ比較部１０３と、エラー通知部１０４と、を備える。
【００２４】
　形状情報取得部１０１は、ステレオカメラ方式、ＴＯＦ方式、超音波方式などの各種方
式により、計測対象の三次元データを取得することが可能なセンサや演算処理部などを備
える。
　例えばステレオカメラ方式を適用する場合、形状情報取得部１０１は、２つのカメラモ
ジュール、当該２つのカメラモジュールにより撮影した画像から視差を算出して三次元デ
ータを取得する演算処理部などを備える。カメラモジュールは、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　
Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）やＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ
　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）センサといった固体撮像素子、レンズなど
により構成される。演算処理部は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕ
ｎｉｔ）やＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）によるソフト
ウェア処理、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔ
ｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）やＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ
　Ａｒｒａｙ）によるハードウェア処理によって実現することができる。視差の算出には
、ブロックマッチングを使用した方法などを使用することができる。
【００２５】
　ブロックマッチングを使用した方法では、ステレオカメラで撮影した２つの画像を基準
画像と参照画像とし、基準画像の注目画素と周辺画素を、参照画像上で探索することによ
り視差を算出することができる。探索は、類似度または相違度を評価することで行われ、
基準画像に設定された注目画素と周辺画素で構成される基準領域と、参照画像に設定され
た基準領域と同じサイズの参照領域とのＳＡＤ（Ｓｕｍ　ｏｆ　Ａｂｓｏｌｕｔｅ　Ｄｉ
ｆｆｅｒｅｎｃｅ）やＳＳＤ（Ｓｕｍ　ｏｆ　Ｓｑｕａｒｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）
を評価することで実現できる。
　すなわち、形状情報取得部１０１が、計測対象の形状情報（本実施形態の場合、三次元
データ）を取得する形状情報取得手段をなす。
【００２６】
　形状情報取得部１０１により取得された三次元データは、データ比較部１０３に伝達さ
れるとともに、データ記憶部１０２に伝達されて記憶される。
　データ記憶部１０２は、形状情報取得部１０１により取得された三次元データを記憶す
る。データ記憶部１０２は、ハードディスクやフラッシュメモリなどの記憶装置を使用す
ることができる。データ記憶部１０２は、記憶している過去の三次元データ（すなわち、
形状情報取得部１０１により過去に取得された計測対象の三次元データ）をデータ比較部
１０３に伝達する。
　すなわち、データ記憶部１０２が、形状情報取得手段（形状情報取得部１０１）により
取得された形状情報を記憶するデータ記憶手段をなす。
【００２７】
　データ比較部１０３は、形状情報取得部１０１からの三次元データ（現在の三次元デー
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タ）と、データ比較部１０３からの三次元データ（過去の三次元データ）と、を比較して
、計測対象に摩耗エラーが発生しているか否かを判定し、判定結果をエラー通知部１０４
に通知する。
　すなわち、データ比較部１０３が、形状情報取得手段（形状情報取得部１０１）により
取得された計測対象の現在の形状情報と、データ記憶手段（データ記憶部１０２）に記憶
されている当該計測対象の過去の形状情報と、に基づいてエラー判定を行うデータ比較手
段をなす。
【００２８】
　エラー通知部１０４は、データ比較部１０３で得られた判定結果を、ユーザに対して通
知する。
　すなわち、エラー通知部１０４が、データ比較手段（データ比較部１０３）によるエラ
ー判定の結果を通知するエラー通知手段をなす。
【００２９】
　図２に、本実施形態における計測対象１０５の一例を示す。計測対象１０５は、図２に
示すように、主に上面が、接触物体と接触する接触面（すなわち摩耗面１０６）になる。
なお、摩耗面１０６になる面は、計測対象１０５の上面に限定されず、適宜変更可能であ
る。
　以下、図２に示すように、計測対象１０５の長手方向をＸ方向と呼ぶ。また、計測対象
１０５の上下方向をＹ方向と呼び、上側をＹ方向プラス側、下側をＹ方向マイナス側と呼
ぶ。また、計測対象１０５の短手方向をＺ方向と呼ぶ。
【００３０】
　計測対象１０５は、他の物体（接触物体）と接触することにより、使用開始時から徐々
に摩耗していき、あらかじめ設定された摩耗量（限界の摩耗量）となったときに計測対象
１０５を新品と交換することを想定する。摩耗面１０６は、Ｙ方向マイナス側に摩耗して
いき、Ｘ方向に異なる摩耗量となっている。したがって、形状情報取得部１０１では、計
測対象１０５の摩耗面１０６の情報を含む三次元データを取得する。また、データ記憶部
１０２は、このような三次元データを記憶しており、計測対象１０５の過去の三次元デー
タをデータ比較部１０３に伝達する。
【００３１】
　具体的には、データ記憶部１０２は、例えば、計測対象１０５がパンタグラフのすり板
である場合、計測対象１０５の三次元データと、計測対象１０５が設置されている編成の
編成番号と、当該編成における計測対象１０５の設置位置（パンタグラフ位置）と、を対
応付けて記憶する。編成番号や設置位置などの計測対象を識別するための識別情報は、図
示しない識別情報取得部により取得されて、形状情報取得部１０１により取得された三次
元データとともに、データ記憶部１０２およびデータ比較部１０３に伝達される。データ
記憶部１０２は、識別情報取得部からの編成番号と設置位置を検索し、対応付けられた三
次元データを当該編成番号および当該設置位置とともにデータ比較部１０３に伝達する。
そして、データ比較部１０３は、形状情報取得部１０１からの三次元データ（現在の三次
元データ）とデータ記憶部１０２からの三次元データ（過去の三次元データ）とを比較す
るが、その際、ともに伝送された編成番号および設置位置が同一の三次元データ同士を比
較する。これにより、同一の計測対象１０５についての現在の三次元データと過去の三次
元データとを比較することができる。
【００３２】
　図３は、図２に示す計測対象１０５をＺ方向から見た図である。
　例えば、計測対象１０５の限界の摩耗量を摩耗量閾値としてあらかじめ設定しておき、
摩耗面１０６の摩耗量のうち最も大きい値を摩耗量閾値と比較することで、計測対象１０
５の摩耗状態を判定することができる。
【００３３】
　図４は、図３に示す摩耗状態をグラフ化した図であり、三次元データを使用して、摩耗
面１０６をＸＹ平面に投影することで作成することができる。



(7) JP 6521700 B2 2019.5.29

10

20

30

40

50

　データ比較部１０３では、このようなデータにより摩耗量の変化を比較する。図４にお
いて、（ア）は計測対象１０５の現在の三次元データ（現時点での計測結果）から生成さ
れたグラフであり、（イ）は当該計測対象１０５の過去の三次元データのうち１回前の計
測で取得された三次元データ（１回前の計測結果）から生成されたグラフであり、（ウ）
は当該計測対象１０５の過去の三次元データのうち２回前の計測で取得された三次元デー
タ（２回前の計測結果）から生成されたグラフである。
【００３４】
　（ウ）は摩耗量が小さく、（イ）は（ウ）よりも摩耗量が大きくなっており、（ア）は
（イ）よりも摩耗量が大きくなっている。ここで、（ア）、（イ）、（ウ）のＸ方向にお
ける同一位置の摩耗量を比較して、各位置における計測期間ごとの変化量を算出する。こ
の変化量から、次の計測を実施するタイミングでの推定摩耗量を算出することができる。
ここで、計測期間が一定で無い場合は、三次元データが取得された日付から単位日数あた
りの摩耗量を算出し、想定される次回の計測日での摩耗量を推定する。また、計測対象が
車両や車両に取り付けられたもの（例えば、パンタグラフのすり板）である場合に、当該
車両の走行距離が取得可能であるときには、単位走行距離あたりの摩耗量を算出し、想定
される次回の計測日までの走行距離から当該次回の計測日での摩耗量を推定することもで
きる。
【００３５】
　図４の（エ）および（オ）は、（ア）、（イ）、（ウ）から算出された推定摩耗量であ
る。
　（エ）の場合には、あらかじめ設定されている摩耗量閾値よりも摩耗している。つまり
、現時点（（ア）が取得された時点）では摩耗量閾値よりも摩耗していないため、摩耗量
の判定は正常となるが、推定摩耗量の判定はエラーとなる。これは、次回の計測日までに
摩耗量が摩耗量閾値よりも大きくなることを示している。
　一方、（オ）の場合には、次回の計測日までに摩耗量が摩耗量閾値よりも大きくならな
いことを示しいている。
　このように、現時点では摩耗量閾値と比較して正常と判定される摩耗状態であっても、
過去のデータと比較して将来の摩耗量を推定すると、異なる摩耗量の判定が可能となる。
【００３６】
　データ比較部１０３で得られた判定結果は、エラー通知部１０４にてユーザに通知され
る。当該通知は、ディスプレイに表示したり、音を発したりすることで実現できる。エラ
ー通知部１０４は、データ比較部１０３で得られた判定結果に応じて通知を行う。例えば
、現時点での計測結果（現在の摩耗量）が摩耗量閾値を超えているエラー状態と判定され
た場合と、推定摩耗量が摩耗量閾値を超えている警告状態と判定された場合と、推定摩耗
量が摩耗量閾値を超えない正常状態と判定された場合と、で異なる通知を行うことで、ユ
ーザに対し高精度かつ状態把握が容易な計測結果通知を行うことが可能となる。
【００３７】
　ここで、本実施形態では、摩耗量閾値を１つ設定したが、摩耗量閾値を複数設定してお
くことで、摩耗状態の詳細な通知が可能となる。例えば、摩耗量の注意を判定するための
摩耗量閾値として第一摩耗量閾値を設定するとともに、エラー状態を判定するための摩耗
量閾値として第一摩耗量閾値よりも摩耗した値（大きい値）である第二摩耗量閾値を設定
する。データ比較部１０３は、推定摩耗量が第一摩耗量閾値を超えない場合は正常状態、
推定摩耗量が第一摩耗量閾値を超えるが第二摩耗量閾値を超えない場合は注意状態、推定
摩耗量が第二摩耗量閾値を超えるが現時点での計測結果が第二摩耗量閾値を超えない場合
は警告状態、現時点での計測結果が第二摩耗量閾値を超える場合はエラー状態であると判
定する。そして、エラー通知部１０４は、正常状態であると判定された場合と、注意状態
であると判定された場合と、警告状態であると判定された場合と、エラー状態であると判
定された場合とで、異なる通知を行う。このように、摩耗量閾値を２つ設定すると、４段
階の通知レベルを設定することが可能となる。
【００３８】
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　以上説明した本実施形態の計測装置１００によれば、データ比較部１０３は、計測対象
の現在の形状情報から算出したエラー判定領域の評価値と、当該計測対象の過去の形状情
報から算出した当該エラー判定領域の評価値と、を比較することによって推定した当該エ
ラー判定領域の将来の評価値に基づいてエラー判定を行うように構成されている。
【００３９】
　具体的には、本実施形態の場合、エラー判定領域の評価値は、計測対象１０５に形成さ
れた摩耗領域（摩耗面１０６）の摩耗量であり、データ比較部１０３は、計測対象１０５
の現在の形状情報（本実施形態の場合、現在の三次元データ）から当該計測対象１０５に
形成された摩耗領域の現在の摩耗量を算出し、計測対象１０５の現在の形状情報から算出
した摩耗領域の現在の摩耗量と、当該計測対象１０５の過去の形状情報（本実施形態の場
合、過去の三次元データ）から算出した当該摩耗領域の過去の摩耗量と、を比較すること
によって推定した当該摩耗領域の将来の摩耗状態（本実施形態の場合、推定摩耗量）に基
づいてエラー判定（摩耗エラー判定）を行うように構成されている。
【００４０】
　したがって、摩耗領域の将来の摩耗状態に基づいてエラー判定を行うことができるため
、高精度な摩耗エラー判定を行うことができる。
　このとき、当該算出した現在の摩耗量とあらかじめ設定された摩耗量閾値とを比較した
結果を使用して、最終的なエラー判定を行っても良く、現在と将来の評価値に基づいて判
定することで、より高精度のエラー判定が可能となる。すなわち、データ比較部１０３は
、計測対象の現在の形状情報から当該計測対象に形成されたエラー判定領域の評価値を算
出し、当該算出した評価値とあらかじめ設定された閾値とを比較した結果と、計測対象の
現在の形状情報から算出したエラー判定領域の評価値と、当該計測対象の過去の形状情報
から算出した当該エラー判定領域の評価値と、を比較することによって推定した当該エラ
ー判定領域の将来の評価値と、に基づいてエラー判定を行うように構成しても良い。
【００４１】
　ここで、データ記憶部１０２には、計測対象の三次元データだけでなく、ステレオカメ
ラ方式であれば、計測対象の撮影画像も記憶しておくことができる。撮影画像から毎回視
差を算出して三次元データを演算するようにしても同様の効果を得ることができる。また
、データ記憶部１０２に、計測対象の三次元データではなく、図４に示したような、摩耗
量を評価するためのデータを記憶しておき、このデータをデータ比較部１０３に伝達して
も同様の効果が得られる。さらに、計測対象ごとに摩耗の変化量を算出してデータ記憶部
１０２に記憶しておき、この変化量を使用して推定摩耗量を算出しても良い。
【００４２】
　また、本発明では、過去の計測結果（過去の形状情報）を利用してエラー判定を行うが
、計測対象の過去の計測結果が存在しないとき（初回の計測時）には、現在の計測結果（
現在の形状情報）を過去の計測結果と比較することができない。そのため、初回の計測時
には、初回の計測結果のみでエラー判定をする（すなわち、現在の評価値（摩耗量など）
と閾値（摩耗量閾値など）とを比較した結果に基づくエラー判定のみを行う）ようにして
おくことで、初回の計測時に処理が止まるなどの不都合を回避することができる。
　また、計測対象を交換して新しくした場合も、現在の計測結果を過去の計測結果と比較
することができないため、その場合にも、単独の計測結果のみでエラー判定を行う（すな
わち、現在の評価値（摩耗量など）と閾値（摩耗量閾値など）とを比較した結果に基づく
エラー判定のみを行う）ようにしておくとよい。また、例えば、摩耗量は増加する方向（
Ｙ方向マイナス側）にのみ変化するため、摩耗量が減少した場合には、計測対象が交換さ
れた後の初回の計測と推定することができる。これにより、自動で初回と判定することが
できユーザの手間（例えば、計測対象を交換したことを入力する手間）を省くことができ
好適である。
【００４３】
（実施形態２）
　本実施形態における計測装置１００の構成は、実施形態１の計測装置１００と同様であ
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るため、共通する各部の詳細な説明は省略する。
　図５に、本実施形態における計測対象２００の一例を示す。計測対象２００は、図５に
示すように、計測対象１０５と同様、摩耗面２０１を有している。さらに、計測対象２０
０は、欠損２０２を有している。本実施形態の計測装置１００は、このような欠損を検出
して、ユーザに通知を行う。例えば、計測対象２００がパンタグラフである場合、パンタ
グラフのすり板に欠損が発生すると、すり板と接触する接触物体（架線）が損傷する可能
性がある。そのため、計測対象に欠損が発生していることをユーザに通知する必要がある
。ユーザに通知する欠損のサイズは、計測対象に接触する接触物体のサイズなどによって
適宜設定することができる。
【００４４】
　本実施形態において、形状情報取得部１０１は、欠損領域を有する計測対象２００の三
次元データを取得する。
　図６（ａ）は、計測対象２００をＺ方向から見た図であって、現在の三次元データをＸ
Ｙ平面に投影して得た図である。図６（ａ）に示すように、欠損２０２では、摩耗面２０
１の連続性が大きく変化している。このように、計測対象２００の輪郭の三次元データを
ＸＹ平面に投影して、計測対象２００の輪郭を解析することで、欠損領域を検出すること
ができる。例えば、周辺の領域に比べて計測対象２００の輪郭の座標値がＹ方向に大きく
変位している領域、計測対象２００の輪郭の傾きが大きく変化している領域などを三次元
データから算出することで、欠損領域（図６（ａ）に示す例の場合、欠損２０２）を検出
することができる。
【００４５】
　ＸＹ平面で計測対象２００から欠損２０２を検出すると、欠損２０２のＸ方向の幅であ
る欠損サイズＡと、欠損２０２のＹ方向の幅である欠損サイズＢとを算出することができ
る。このような欠損サイズと、あらかじめ設定された欠損閾値と、を比較することで、計
測対象２００の欠損状態を判定することができる。例えば、欠損サイズＡおよび欠損サイ
ズＢに対し同一の欠損閾値を設定した場合、いずれかの欠損サイズが欠損閾値を超えた場
合、エラー通知部１０４にてユーザに欠損エラーとして通知する。また、欠損サイズＡお
よび欠損サイズＢに対しそれぞれ異なる欠損閾値を設定することもでき、欠損サイズＡと
欠損サイズＡ用の欠損閾値とを比較するとともに、欠損サイズＢと欠損サイズＢ用の欠損
閾値とを比較し、比較した結果に基づいてエラー判定を行いユーザに通知する。
【００４６】
　また、データ比較部１０３では、計測対象２００の過去の三次元データと、計測対象２
００の現在の三次元データと、を比較する。
　図６（ｂ）および図６（ｃ）は、計測対象２００をＺ方向から見た図であって、過去の
三次元データをＸＹ平面に投影して得た図である。
　図６（ｂ）の場合、摩耗面２０４には、欠損２０２が発生している領域と同じＸ方向に
おける位置に、欠損２０３が発生しており、欠損２０３は、欠損２０２と比較すると、欠
損サイズＡも欠損サイズＢも小さい。つまり、図６（ｂ）の計測が行われたときから、図
６（ａ）の計測が行われたときまでの間に、欠損領域のサイズが大きくなっていることに
なる。
　一方、図６（ｃ）の場合、摩耗面２０４には、欠損２０２が発生している領域と同じＸ
方向における位置に、欠損２０５が発生しており、欠損２０５は、欠損２０２と比較する
と、欠損サイズＡも欠損サイズＢも大きい。つまり、図６（ｃ）の計測が行われたときか
ら、図６（ａ）の計測が行われたときまでの間に、欠損領域のサイズが小さくなっている
ことになる。
【００４７】
　このように、現在と過去とで欠損サイズの比較を行うことにより、欠損２０２の欠損サ
イズがさらに大きくなる可能性が高いのは、欠損サイズが大きくなってきている場合（例
えば、過去の計測結果が図６（ｂ）であった場合）であると推定することが可能となる。
つまり、欠損サイズが同じであっても、過去のデータと比較して欠損の変化（すなわち、
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将来の欠損状態）を推定することにより、計測対象の欠損エラーの判定を精度良く行うこ
とが可能となる。
　なお、現在の欠損２０２と過去の欠損２０３，２０５との対応は、例えば、欠損領域の
中央値や平均値の座標値を代表座標として、代表座標同士を比較して近ければ同一の欠損
として処理を行うことで実現できる。例えば、あらかじめ設定される２点間の距離よりも
、代表座標同士（すなわち、現在の欠損の代表座標と過去の欠損の代表座標）の距離が小
さければ同一の欠損であり、大きければ異なる欠損として処理を行う。ここで、２点間の
距離は撮影画像上の座標で設定しておいても良いが、撮影位置のずれなどを補正して計算
する必要があるので、三次元データで算出するのが好適である。
【００４８】
　エラー通知部１０４は、データ比較部１０３の判定結果に基づいて、ユーザに欠損状態
を通知する。欠損閾値は各欠損サイズに対し１つ設定しても良いし、複数設定してもよい
が、欠損閾値を複数設定しておくことで、欠損状態の詳細な通知が可能となる。例えば、
各欠損サイズに共通して、第一欠損閾値と、第一欠損閾値よりも大きい値である第二欠損
閾値とを設定することで、各欠損サイズのいずれもが第一欠損領域を超えない場合は欠損
無し、各欠損サイズのいずれかが第一欠損閾値を超えるが第二欠損閾値を超えない場合は
注意が必要な欠損が有る、各欠損サイズのいずれかが第二欠損閾値を超える場合は計測対
象の交換が必要な欠損が有るなどの通知が可能となる。
【００４９】
　加えて、エラー通知部１０４は、過去の三次元データから算出された欠損（過去の欠損
）と現在の三次元データから算出された欠損（現在の欠損）とを比較した結果に基づいて
、ユーザへの通知を行う。例えば、欠損サイズが大きくなっている欠損であって当該欠損
サイズが第一欠損閾値よりも小さい欠損は、新規に発生した欠損であって欠損サイズが第
一欠損閾値よりも小さい欠損とは区別してユーザに通知する。具体的には、欠損サイズが
大きくなったことを、ディスプレイに文字で表示したり、ディスプレイに表示する欠損通
知の色を変えたりしてユーザに通知する。他の例としては、欠損サイズが小さくなってい
る欠損であって当該欠損サイズが第二欠損閾値よりも小さい欠損は、欠損サイズが変わら
ない欠損または欠損サイズが大きくなっている欠損であって当該欠損サイズが第二欠損閾
値よりも小さい欠損とは区別してユーザに通知する。この通知も、ディスプレイに文字で
表示したり、ディスプレイに表示する欠損通知の色を変えたりしてユーザに通知すること
ができる。また、過去の三次元データでは検出できなかった欠損は、新規に発生した欠損
であることをユーザに通知すると、新規に欠損が発生したことがユーザに明示されるため
好適である。
【００５０】
　さらに、ステレオカメラ方式を適用する場合には、ディスプレイに撮影画像を表示する
とともに、当該撮影画像に欠損領域を囲む丸印などを重畳して表示することなどによって
、撮影画像上に欠損の位置を提示すると、ユーザが視認しやすくなるので好適である。ま
た、その際、撮影画像に重畳する丸印などの色を、新規に発生している、拡大している、
縮小しているなどの比較結果に応じて変えて表示することもできる。
【００５１】
　以上説明した本実施形態の計測装置１００によれば、エラー判定領域の評価値は、計測
対象２００に形成された欠損領域（欠損２０２，２０３，２０５）のサイズ（欠損サイズ
）であり、データ比較部１０３は、計測対象２００の現在の形状情報（本実施形態の場合
、現在の三次元データ）から当該計測対象２００に形成された欠損領域の現在のサイズ（
現在の欠損サイズ）を算出し、計測対象２００の現在の形状情報から算出した欠損領域の
現在のサイズと、当該計測対象２００の過去の形状情報（本実施形態の場合、過去の三次
元データ）から算出した当該欠損領域の過去のサイズ（過去の欠損サイズ）と、を比較す
ることによって推定した当該欠損領域の将来の欠損状態（本実施形態の場合、欠損サイズ
がさらに大きくなっていくか否か）と、に基づいてエラー判定（欠損エラー判定）を行う
ように構成されている。
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【００５２】
　したがって、欠損領域の将来の欠損状態に基づいてエラー判定を行うことができるため
、高精度な欠損エラー判定を行うことができる。
　このとき、当該算出した現在のサイズとあらかじめ設定された欠損閾値とを比較した結
果を使用して、最終的なエラー判定を行っても良く、現在と将来の評価値に基づいて判定
することで、より高精度のエラー判定が可能となる。すなわち、データ比較部１０３は、
計測対象の現在の形状情報から当該計測対象に形成されたエラー判定領域の評価値を算出
し、当該算出した評価値とあらかじめ設定された閾値とを比較した結果と、計測対象の現
在の形状情報から算出したエラー判定領域の評価値と、当該計測対象の過去の形状情報か
ら算出した当該エラー判定領域の評価値と、を比較することによって推定した当該エラー
判定領域の将来の評価値と、に基づいてエラー判定を行うように構成しても良い。
【００５３】
　また、本実施形態の計測装置１００によれば、データ比較部１０３は、欠損領域の現在
のサイズ（現在の欠損サイズ）と、当該欠損領域の過去のサイズ（過去の欠損サイズ）と
、を比較し、当該欠損領域のサイズが大きくなっている場合と、小さくなっている場合と
で、異なるエラー判定を行うように構成することが可能である。
【００５４】
　このように構成することによって、欠損領域のサイズが大きくなっているのか、小さく
なっているのかを、ユーザに通知することができるようになるため、ユーザに適切な情報
を提供することが可能となる。
【００５５】
　また、本実施形態の計測装置１００によれば、データ比較部１０３は、計測対象２００
の現在の形状状態（本実施形態の場合、現在の三次元データ）と、当該計測対象２００の
過去の形状状態（本実施形態の場合、過去の三次元データ）と、を比較し、当該計測対象
２００に形成された欠損領域（欠損２０２）が新規で発生した領域である場合と、過去に
発生していた領域である場合とで、異なるエラー判定を行うように構成することが可能で
ある。
【００５６】
　このように構成することによって、欠損領域（欠損２０２）が新規で発生したものであ
るのか、過去に発生していたものであるのかを、ユーザに通知することができるようにな
るため、ユーザに適切な情報を提供することが可能となる。
【００５７】
　ここで、本実施形態では、欠損サイズの方向を考慮せずに欠損状態の判定を行うように
構成したが、欠損サイズの方向を考慮することでさらに詳細な通知を行うことが可能とな
る。例えば、欠損サイズＡと欠損サイズＢの両方が欠損閾値を超えている場合は、欠損サ
イズＡだけが欠損閾値を超えている場合や、欠損サイズＢだけが欠損閾値を超えている場
合に比べて、より注意が必要な欠損としてユーザに通知すると、詳細な通知が可能となり
好適である。
【００５８】
　また、本実施形態では、欠損領域のＸ方向のサイズである欠損サイズＡと、欠損領域の
Ｙ方向のサイズである欠損サイズＢとにより、欠損エラーを判定するように構成したが、
さらに欠損領域のＺ方向のサイズである欠損サイズＣを算出して、欠損エラーを判定する
ことも可能である。
　図７は、図５に示す計測対象２００をＹ方向から見た図である。図７に示す図からも、
摩耗面２０１に欠損２０２が発生していることが確認できる。ＸＹ平面（例えば図６）で
欠損領域を検出したときと同様に、計測対象２００の輪郭の座標値が大きく変位している
領域や、計測対象２００の輪郭の傾きが大きく変化している領域などを欠損領域として検
出することで、欠損サイズＣを算出することができる。このように、異なる方向から欠損
領域を検出することにより、様々な欠損サイズを算出することができる。欠損サイズＡお
よび欠損サイズＢに加えて、欠損サイズＣを欠損エラー判定に使用することで、より詳細



(12) JP 6521700 B2 2019.5.29

10

20

30

40

50

な欠損エラー判定が可能となり、ユーザへの通知も詳細に行えるようになる。
【００５９】
　また、欠損の深さによって計測対象に不具合が発生する場合には、欠損の最深サイズ（
基準面（例えば、摩耗面のうち接触物体とほとんど接触しない摩耗面端部）からのＹ方向
の差分）を用いて欠損エラーの判定を行っても良い。欠損２０２の欠損サイズＢ（Ｙ方向
の幅）が、例えば、図８（ａ）に示すように「Ｂ１」である状態から、図８（ｂ）に示す
ように「Ｂ１」よりも小さい「Ｂ２」である状態に変化した場合、欠損サイズＢは摩耗に
より小さくなっているが、欠損２０２の最深サイズは増加している。このとき、欠損サイ
ズＢだけで欠損エラーを判定すると、欠損サイズＢが小さくなっていると推定される。そ
こで、欠損サイズＢだけでなく、摩耗方向への最深サイズに基づいて欠損エラーを判定す
ると、計測対象２００の欠損の深さによる不具合を検出することが可能となる。最深サイ
ズは、計測対象における欠損領域の各三次元位置のうち、Ｙ方向を比較して最も小さい点
から算出することができる。
【００６０】
　本実施形態では、三次元データをデータ記憶部１０２からデータ比較部１０３に伝達し
た場合を説明したが、欠損サイズに関してエラー通知部１０４にて通知する場合などは、
欠損サイズのデータを伝達するなど、必要な情報を伝達すれば良い。つまり、過去のデー
タとして欠損サイズＡ、欠損サイズＢ、欠損サイズＣなどの各欠損サイズを記憶しておき
、データ記憶部１０２からデータ比較部１０３に過去の欠損サイズを伝達することで、欠
損エラーの判定を行うことができる。
　また、本実施形態では、１つの欠損について説明したが、複数の欠損に対しても同様の
処理を行うことができる。複数の欠損の過去のデータとの対応は、例えば、欠損領域の中
央値や平均値の座標値を代表座標として、代表座標同士を比較して近いものを同一箇所の
欠損として処理を行うことで実現できる。ユーザへの通知は、最大サイズの欠損に対して
行うようにしたり、欠損サイズの大きさが上位２つの欠損に対して行うようにしたりする
ことが可能であるが、ユーザが適宜設定できるようにすると、ユーザが所望とする通知が
実現可能となり好適である。
【００６１】
（実施形態３）
　本実施形態では、上記実施形態で示した機能を実現する計測方法について説明する。例
えば、当該機能を実現する計測方法をプログラムとして記憶媒体に記録しておく。コンピ
ュータにより記憶媒体に記録されたプログラムを読み込み、実行させることで実現できる
。記憶媒体としては、光ディスク、磁気ディスク、フラッシュメモリなどが使用可能であ
る。また、上記プログラムをインターネットなどのネットワーク回線を利用して提供する
ことも可能である。さらに、ＦＰＧＡで使用可能な回路情報として計測方法を記録してお
くこともできる。回路情報は記録媒体やネットワークを介して提供され、ＦＰＧＡにダウ
ンロードして当該機能を実現する。
【００６２】
　図９は、上記実施形態で示した機能を実現する計測方法の一例を示すフローチャートで
ある。
　まず、形状情報取得部１０１が、計測対象の形状情報を取得する（ステップＳ１）。
　次いで、データ記憶部１０２が、ステップＳ１で取得された計測対象の現在の形状情報
を記憶する（ステップＳ２）。
　次いで、データ記憶部１０２（或いは、データ比較部１０３であってもよい。）が、デ
ータ記憶部１０２に記憶されている計測対象の過去の形状情報を取得する（ステップＳ３
）。
　次いで、データ比較部１０３が、現在の摩耗量や現在の欠損サイズなどを設定されてい
る閾値と比較するとともに、現在の摩耗量や現在の欠損サイズなどを過去のデータと比較
する（ステップＳ４）。
　次いで、データ比較部１０３が、ステップＳ４で比較した結果に基づいて、摩耗エラー
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　すなわち、ステップＳ４，Ｓ５では、データ比較部１０３が、計測対象の現在の形状情
報と、当該計測対象の過去の形状情報と、に基づいてエラー判定を行う（データ比較ステ
ップ）。
　次いで、エラー通知部１０４が、ステップＳ５でのエラー判定の結果をユーザに通知す
る（ステップＳ６（エラー通知ステップ））。
　これにより、詳細なエラー判定が可能な計測方法を実現することができる。
【００６３】
　以上説明した本実施形態の計測方法によれば、エラー判定領域の将来の評価値（推定摩
耗量や、欠損サイズがさらに大きくなっていくか否かなど）に基づいてエラー判定を行う
ことができるため、高精度なエラー判定を行うことができる。
【００６４】
　なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意
図される。
　また、上述の各実施形態の構成は適宜組み合わせて適用することが可能である。
【符号の説明】
【００６５】
１００　計測装置
１０１　形状情報取得部（形状情報取得手段）
１０２　データ記憶部（データ記憶手段）
１０３　データ比較部（データ比較手段）
１０４　エラー通知部（エラー通知手段）
１０５　計測対象
１０６　摩耗面（摩耗領域）
２００　計測対象
２０１　摩耗面
２０２　欠損（欠損領域）
２０３　欠損（欠損領域）
２０４　摩耗面
２０５　欠損（欠損領域）
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